
義務づけられる点検の種類と期間

2025年11月号 第136号

担当：棚澤･舞原（たなざわ・まいはら）

消防設備の点検や機器更新の
ご相談が増えています

省エネ・コスト削減・設備のことなら

自治体･消防署の指導強化

～2022年の食品の工場の火災事故からご相談が増えています～

機器点検

総合点検

消防法第17条に基づき、消防用設備などの設置が義務づけられている防火対象物の
関係者（所有者・管理者など）は、その設置された消防用設備などを定期的に点検して、
その結果を消防庁または消防署長に報告する義務があります。消防法では、消防用設備
などの点検や報告だけではなく、整備を含め、適正な維持管理を実施することを防火
対象物の関係者に義務づけています。

消防用設備等の全部もしくは一部を作動、または使用すること
により、総合的な機能を確認するため消防用設備等の種類に
応じて実施する点検

消防用設備等に付置される非常電源（自家発電設備に限る）。
または動力消防ポンプの正常な作動。

消防用設備等の適正な配置。損傷等の有無。その他、主と
して外観から判別できる事項

消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作に
より判別できる事項

1年に1回
実施

6カ月に1回
実施
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セイフルの消防設備の

WEBフォームからも
お問い合わせ頂けます

消防設備の点検・工事を相談したい
消防設備の現場調査をお願いしたい

消防用設備点検

消防書類申請代行

消防設備改修工事

消防・防災用品購入

消防用設備などの点検報告制度について、消防設備、
警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な
施設の点検及び報告をサポートします。
（機器点検：年1回、総合点検：年1回）

弊社にて各種消防申請書類の代行および作成を行
います。
◆ 点検結果報告書
◆ 訓練時の実施書（訓練通知書）
◆ 危険物関係書類ほか

消火器・消火栓設備・スプリンクラー設備・泡消火
設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・
粉末消火設備・自動火災報知設備・火災通報機・避難
器具・誘導灯・自家発電設備の設計・施工を行います。

消防・防災用品の物品販売を行っております。
以下の物品の他にも取り扱いはございます。
お気軽にご相談ください。
消火器・置台・格納箱・住宅用火災報知器・
消火栓ホース・消防標識・看板・消防訓練用品

消防設備の点検･工事はセイフルにご相談下さい！

点検・工事メニュー


